
広報ふじいでら ２０26年3月号5

主な違反行為主な違反行為

問合先問合先　羽曳野警察署 　☎952・1234　羽曳野警察署 　☎952・1234

詳しくはこちら▶詳しくはこちら▶

令和8年4月より自転車等への交通反則通告制度が適用されます
交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反に交通反則告知書（青切符）が交付され、違反者が

反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。

知っておこう！　自転車安全利用五則知っておこう！　自転車安全利用五則

車道が原則、左側車道が原則、左側
を通行。歩道は例を通行。歩道は例
外、歩行者を優先外、歩行者を優先

夜間はライトを点灯夜間はライトを点灯 飲酒運転は禁止飲酒運転は禁止  ヘルメットを着用 ヘルメットを着用

※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまで通り刑事罰の対象となります。

広報ふじいでら ２０26年3月号広報ふじいでら ２０26年3月号5
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交差点では信号と交差点では信号と
一 時 停 止 を 守 っ一 時 停 止 を 守 っ
て、安全確認て、安全確認

12,000円

携帯電話使用等（保持）		

7,000円

遮断踏切立入り

6,000円

信号無視

3,000円

二人乗り

5,000円

指定場所一時不停止等

6,000円

通行区分違反（歩道通行）

① ② ③ ④ ⑤

※赤字の金額は各違反の反則金額です

ルールを守って安
全運転を心がける
ナリ～！

対象となる年齢　　　歳以上16


